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直接法と間接法のキャッシュフロー計算書を 
一気に、同時に、作成する 

※ 『直間法のキャッシュフローシステム』は、登録商標です（登録番号 5513197） 
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直接法のキャッシュフロー計算書の要請 

会計制度の変更予定により、キャッシュ・フロー計算書の表示形式は、直接法と間接法との選択
適用ではなく、直接法の表示形式を採用するものとしています。 

その理由は、直接法により開示される項目の情報が、将来キャッシュ・フローの予測という点で、間
接法により開示される項目に比べ追加的な情報内容を持ちそれゆえに予測精度を高める可能性
があると指摘されているからです。 

 

しかしながら、直接法のキャッシュ・フロー計算書では「売上代金の入金額」や「仕入代金の支払
額」というようにフローの金額、日々繰り返される膨大な取引金額を集計して表示することが要求さ
れるため、その膨大な取引の中から売上代金の入金額を示す取引をモレなく、かつ、間違いなく集
計するのはかなり大変なことになります。 

 

さらに、連結ベースでのキャッシュフロー計算書を作成するためには、外貨換算やグループ間取引の
相殺消去を行う必要性が生じてくるものです。 

 

これらの要請に対応していこうとすると、多大なシステムの改修コストが発生するだろうと懸念されて
います。 
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直接法のキャッシュフロー計算書への対応法 

2010年７月１日にIASB及びFASBにより財務諸表の表示に関する新基準の公開草案（以下，
ED）のスタッフ・ドラフトが公開され、２通りの直接法によるキャッシュフロー計算書の作成方法を説明
しています。 

キャッシュフロー計算書を直接法で表示するために，企業は，現金の受取額総額と支払額の総額に
関する情報が必要かもしれないとした上で，そのような情報を企業の会計記録から直接入手する方法
又は間接的な方法があることについて言及しています。 
 
具体的には，次に挙げるような事象に起因する資産と負債の分析をすることにより間接的に情報を入
手することができるとしています。 
 
•関連する収入と費用の金額  
•非資金取引（評価減や他勘定への振替等）  
•資産や負債の変動をもたらす現金の動きではあるが収入や費用に影響がないもの（資産の取得や
除売却など）  
•営業活動から生じるキャッシュフローを総額で認識することが不適切なその他の取引（顧客とは関係
のない取引，例えば営業債権に含まれる仕入リベートなど）  



3 

直接法と間接法のキャッシュフローを一気に作成する方法 

直接法のキャッシュフロー計算書が制度化されても、以下の理由により 

間接法のキャッシュフロー計算書と共存させることが望ましいと考えています 

キャッシュフローから包括利益への調整表が求められる 
⇒ 従来の間接法のキャッシュフロー計算書が根拠となる 
 
直接法のキャッシュフロー計算書が従来のものと異なるのは営業活動の小計より上の部分 
⇒ 投資活動や財務活動は従来の方法で既に作成できている 
 
経営管理上は、間接法のキャッシュフロー計算書も有用 
⇒ 売上債権の増減、棚卸資産の増減等が一目瞭然で期間比較（前期比）も可能 

キャッシュフローから包括利益への調整表が求められる 
⇒ 従来の間接法のキャッシュフロー計算書が根拠となる 
 
直接法のキャッシュフロー計算書が従来のものと異なるのは営業活動の小計より上の部分 
⇒ 投資活動や財務活動は従来の方法で既に作成できている 
 
経営管理上は、間接法のキャッシュフロー計算書も有用 
⇒ 売上債権の増減、棚卸資産の増減等が一目瞭然で期間比較（前期比）も可能 

間接法のキャッシュフロー計算書も必要と考える理由 

そこで、公認会計士 広川敬祐は、直接法と間接法の 
キャッシュフロー計算書を一気に実現する方法、 
「直間法のキャッシュフローシステム」（※）を考案しました。 

※ 『直間法のキャッシュフローシステム』は、商標登録を申請しています（識別番号 511304198） 
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直間法のキャッシュフローシステムの特徴 

•使用している連結会計システムに依存しないこと 
当ソリューションでは、組替の延長によって間接法と直接法のキャッシュフロー計算書を作成する機能を提供しますの
で、間接法のキャッシュフロー計算書を作成できる連結会計システムであれば基本的に対応できます。 
 

•既存の勘定科目体系に依存しないこと 
当ソリューションでは、キャッシュフロー計算書に必要な勘定科目体系を通常のＢＳ・ＰＬの科目体系に追加して
構築いたしますので、既存の勘定科目体系を変更したりする必要はありません。 
 

•ＩＦＲＳ対応だけでなく、管理会計にも対応していること 
IFRS対応の直接法のキャッシュフロー計算書と間接法のキャッシュフロー計算書を一気に実現しますので、 「セグメ
ント別・月次」でのキャッシュフロー計算書にも対応できます。つまり、ＩＦＲＳ対応だけでなく、管理会計にも対応
しています。 
 

•従来の間接法のキャッシュフロー計算書の作成法に準拠すること 
直接法のキャッシュフロー計算書を作成するのに際して、企業がこれまで作成してきた間接法のキャッシュフロー計算
書の作成法に準拠してきますので、低コストで安全に直接法のキャッシュフロー計算書の作成に対応できます。 



直間法のキャッシュフローシステムのご提供方法 
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① 研修によって作成法のメカニズムをご提供する方法 

 

 企業に赴き、関係者に対して研修を行い 

 直間法のキャッシュフローシステムの作成法の 

 メカニズムをご提供します。 

 

  

② 個別に「直間法のキャッシュフローシステム」のコンサルティングをご提供する方法 

 

 （企業規模や取引の複雑性によって工数や費用が異なります） 

※  ② については、ITベンダーやコンサルティング会社とともに 
     ユーザー企業にご提案することも可能です。 
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① 研修によって作成法のメカニズムをご提供する方法 

直間法のキャッシュフローシステムのメカニズムを実例に基づく研修によってご提供します。 

＜研修資料に含まれるもの＞ 
 
・２期比較の個別財務諸表 
・上記個別財務諸表の間接法のキャッシュフロー計算書作成例 
・上記個別財務諸表の直接法のキャッシュフロー計算書作成例 
 
・直接法と間接法のキャッシュフロー計算書の作成法 
 
・在外子会社の外貨・円価併記のキャッシュフロー計算書作成例 
 
・連結財務諸表と連結キャッシュフロー計算書の対応 
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② 直間法のキャッシュフローシステムのコンサルティング 

作業概要と所用日数 

プ  ロ  セ  ス 所要日数 

a．体制作り及びキャッシュフロー計算書作成方針の策定 ５日以上 

b．マスタデータ方針の決定 ５日～１０日以上 

c．データ収集方法の策定 ５日以上 

d．キャッシュフロー組替方法の設定 ５日～１０日以上 

e．過去データ処理（テスト／移行） １０日～２０日以上 

f．ガイド作成等 ５日以上 

合    計 ３０日～６０日以上 

※ 企業規模や取引の複雑性によって所用工数が変わります 



〒107-0062 
東京都港区2-2-15  
     ウィン青山942 

Hiro Business Solutions 株式会社  

 
 URL：http://www.hbs.gr.jp/ 
  
  Mail：info@hbs.gr.jp 

当書の内容にご関心がある場合 

お気軽にご連絡ください。 

全国どこでも伺います。 

 
サービスの詳細、 
セミナー情報などは 
ホームページをご覧ください 

お問い合わせ 

TEL：03(6715)0456 
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